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A 研究⽬的 

岩本らにより我が国の HIV 陽性者には有効

な抗 HIV 療法が提供されていることが⽰さ

れた。また「予防としての治療」の概念も広

く受容されつつある。今後、HIV 陽性者の⼀

層の予後改善と新規 HIV 伝播阻⽌には、

HIV 陽性者が感染事実を⾃認するための検

査の提供機会の拡⼤が重要である。 

我が国では健診が広く国⺠に対し実施され

てきた。健診は HIV 陽性者に対する差別と

偏⾒を是正し HIV 感染の有無を確認する機

会となり得る。しかしながら、現在、健診に

おいて、HIV 感染のスクリーニング検査（以

下エイズ検査）は、任意選択可能項⽬として

も設定されていないことがほとんどである

（参照：「職場におけるエイズ問題に関する

ガイドラインについて」（平成 7 年 2 ⽉ 20

⽇労働省労働基準局⻑・職業安定局⻑通

達））。 

そこで、本研究では、「職場におけるエイズ

問題に関するガイドライン」に従い、企業及

びその被保険者に対し普及啓発を⾏った上

で、企業等の健診対象者（以下被保険者）の

うち希望する者（以下受検者）に対し近年罹

患者数の増加が著しい梅毒とエイズ（以下

エイズ等）の検査機会を提供し、その結果か

らエイズ等の正しい知識の普及啓発の機会

や保健所検査を補完する事業となり得るか

検討する。 

初年度は、研究デザインの設定、実施⽅法と

対象の検討及び対象者数の設定を⾏い、研

究実施協⼒施設への説明を開始する。 

 

B 研究⽅法 

研究要旨 
抗 HIV 療法により HIV 感染者及びエイズ（以下エイズ）患者（以下 HIV 陽性者）の予
後が劇的に改善され、予防としての治療という知⾒も蓄積されてきたことから、今後
HIV 陽性者の⼀層の予後改善と新規 HIV 伝播阻⽌には検査の提供機会の拡⼤が必要で
ある。本研究では、法的及び任意の健康診断（以下健診）のうち企業等の健診の対象者
（以下被保険者）のうち希望する者（以下受検者）に対し近年罹患者数の増加が著しい
梅毒とエイズ（以下エイズ等）の検査機会を提供し、その結果からエイズ等の正しい知
識の普及啓発の機会や保健所検査を補完する事業となり得るか検討する。 
初年度は職場健診におけるエイズ等健診の研究デザイン決定、研究対象者数の設定及び
研究実施候補地の選定を⾏った。また、啓発効果及びエイズ等検査実施効果の検証のた
めの調査票の質問事項の検討を⾏った。 
企業健診における B 型肝炎、C 型肝炎及び梅毒の検査実施事由を考えると、職場健診に
おけるエイズ等検査の実施を通じて、エイズが①雇⽤、②プライバシー及び③健康に与
える影響（エイズリスク）検討することは、被保険者及び企業の雇⽤、プライバシー及
び健康に対する考え⽅を再検討するよい契機になる可能性がある。 
 



a. 健診検査でのエイズ等検査機会提供の

⽅法検討 

エイズが①雇⽤、②プライバシー及び③健

康に与える影響を「エイズリスク」と定義す

る。職場、健診現場及び医療現場でエイズリ

スクの知識確認とその普及啓発の⽅法を検

討する。 

b. エイズ等検査機会提供先の対象者数設

定 

健診におけるエイズ等検査実施の⽅法を決

定した上で、先⾏研究を参考に、統計的に普

及啓発等の効果判定が可能な対象者数の設

定を⾏う。 

c. エイズ等検査機会提供先の検討 

対象者数の設定を受けて、研究を実施する

実施地域、対象企業及び健診センターの候

補を検討する。 

d. 調査内容の検討 

これまでの先⾏調査の結果から、職場及び

健診現場において就労者のエイズリスクの

知識を確認するための調査項⽬を検討する。 

（倫理⾯への配慮） 

本研究班の研究活動においても患者個⼈の

プライバシーの保護、⼈権擁護に関しては

最優先される。本研究班における臨床研究

によっては、ヒトゲノム・遺伝⼦解析研究に

関する倫理審査、⼈を対象とする医学系研

究に関する倫理審査を当該施設において適

宜受けてこれを実施する。職場健診におけ

るエイズ等検査の実施に際しては「職場に

おけるエイズ問題に関するガイドライン」

を遵守する。 

 

C 研究結果 

a. 健診検査でのエイズ等検査機会提供の

⽅法検討 

【研究デザイン】モデル地区で、「エイズ等

健診実施」の前後での差異を明らかにする

介⼊研究(健診実施前後⽐較)として⾏うこ

ととした。 

【介⼊⽅法】エイズリスクに関する意識調

査、その調査に基づいて作成された啓発及

び被保険者のうち希望者に対するエイズ等

検査とした。 

【実施（評価）項⽬の設定と結果解析】主要

評価項⽬はエイズリスクの知識の獲得(普及

啓発効果)とし、副次的評価項⽬を被保険者

の受検動向の改善、企業、健診センター及び

医療機関における相談⽀援内容の変化とす

る。 

【研究の流れ】健診実施期間前に企業にお

いてエイズリスクに関する意識調査とその

結果に基づいて作成された資材による啓発

（紙媒体の配布、pdf のメール配信等による）

を⾏い、健診時に再度同じ調査を⾏う。エイ

ズ等検査で医療機関受診を要する受検者に

は適切な医療機関の紹介を⾏う。プライバ

シーの保護のため、エイズ等検査で陽性と

なった受験者数等及びその後の経過につい

ては本研究においてその評価を実施しない。 

b. エイズ等検査機会提供先の対象者数設

定 

受検者への質問項⽬において、主要評価項

⽬に対し、先⾏研究（Ishimaru T et al. Ind 

Health. 2016;54(2):116-22）によると、調査

会社がインターネットで対象者を募った

1,600 万⼈からランダムに 7,937 ⼈に調査協

⼒を依頼し、性年齢階級が⼀般集団と等し

くなるように層別サンプリングした 3,055

⼈に対し、質問紙調査で情報を収集したと

ころ、HIV 検査の受診歴ありが全体の 14％、

今後職場検診の HIV 検査の受診に関し「全

体に⾏く、たぶん⾏く」が 41%という結果

であった。エイズリスク啓発の知識の獲得



を「HIV 検査の希望」と読み替え、そのよう

な希望を持っている⼈の半数が「HIV 検査

を受診した」と仮定することにより、介⼊前

「リスク啓発の知識の獲得」28％、介⼊後

41％となる。この差を有意⽔準 5％ 検出⼒

80％で検出するためには、脱落が 10%発⽣

することを⾒込み、130 例必要と算定した。

主要評価項⽬は 1 標本の割合の差の検定を

実施する。 

c. エイズ等検査機会提供先の検討 

要医療（精査）者への適切な対応を可能とす

るための医療機関の協⼒が得られることを

最優先の条件とし、モデル地区を①愛知県、

②東京都、③福岡県から検討することとし

た。まず愛知県で検討したところ、協⼒可能

と内諾を得ている健診センターA には平成

28 年度、企業健診（健康保険組合）12,154

⼈、協会健保 3,083 ⼈、特定健康診査（国保

除く）846 ⼈、名古屋市国⺠保険（特定健診）

991 ⼈の合計 17,074 ⼈の健診受検者があっ

た。企業健診を実施している研究対象候補

企業グループ B からは平成 28 年度合計

4,898 ⼈の受検があった。 

なお、健診センターA で実施されている B

型肝炎、C 型肝炎及び梅毒の企業健診での実

施状況を調べると、①会社のルールで保健

師を対象に実施、②会社の定期健康診断時

の希望項⽬、③健康保険組合の補助、④ある

年齢に達した⽅に実施、⑤特殊健康診断の

検査内容に含まれている、⑥⼈間ドックの

必須内容に含まれている、⑦会社の雇⼊れ

の内容に含まれる、⑧⼈間ドックの希望項

⽬になっている、⑨海外赴任前する検査項

⽬に含まれている、⑩海外帰国時の検査項

⽬に含まれる、⑪会社の定期健康診断の必

須項⽬に含まれる、という実態が明らかに

なった。 

d. 調査内容の検討 

エイズリスクの知識確認のため以下の項⽬

について調査を⾏うことを検討することと

した。Q1、3、5、6 は「LASH 調査」、

Q8、9 は「The Benchmark：⽇本の現

状」、Q４、Q10 は（平成 23 年東京都都

政モニター調査）からの引⽤で、Q2、7 は

新規作成である。 

【知識に関する質問】（◯×で回答） 

Q1 HIV 感染に気づいている⼈は、治療を

継続することで⾎液中から HIV（ウイ

ルス）がほとんど⾒つからなくなる 

Q2 HIV は感染⼒が弱く、職場で⼀緒に働

くだけでは感染しない。 

Q3 HIV に感染しても、早期に治療を開始

すれば、⻑く⽣きられる 

Q4 HIV 陽性者の多くが通院しながら、就

労している。 

Q5 HIV の治療費を低く抑えることがで

きる社会制度がある 

Q6 通院し治療を受けても、HIV のプライ

バシーは守られ、役所、病院などから

職場や学校に勝⼿に伝わらない 

【あなた⾃⾝に関する質問】 

Q7 HIV 検査の経験の有無 

（あり・なし） 

Q8 あなた⾃⾝は HIV 感染のリスクがあ

ると感じていますか?   

（はい・いいえ・わからない） 

Q9 HIV 感染者と⼀緒に働くことはできま

すか?  

（はい・いいえ・わからない） 

Q10 あなたが仮に HIV に感染していると

診断されたとしたら、そのことを職場

に伝えるとおもいますか？  

（伝えると思う・伝えないと思う） 

調査内容等については今後さらに検討を⾏



う。 

 

また、2017 年 10 ⽉には、国際労働機関（ILO）

から『VCT@WORK：就労者の個⼈情報を守

る⾃発的 HIV 検査とカウンセリング』が報

告されている。さらに、1992 年から⽶国

CDC によって Business Responds to AIDS 

(BRTA)という、公⺠協働のイニシアティブ

で、実践的な職場での HIV/エイズに対する

スティグマ低減と、働く陽性者への差別を

防⽌するための取り組みが提唱され開始さ

れている。上述した調査内容も加味し、本研

究に参加する企業を募るために、企業及び

その従業員に向けて、①受検はレ（チェック）

をつけるだけ、②検査は無料、結果はあなた

だけのもの、③検査後も安⼼サポート、みん

な働ける、仕事は続けられる、④通院は 3 ヶ

⽉に 1 度、治療はのみ薬、治療費⼼配無⽤と

いう４つのメインメッセージを含む啓発資

材を作成した。なお、参加企業には①雇⽤保

障、②プライバシー管理、③健康⽀援の３つ

のポリシーを求め、研究参加にあたっては

従業員に対し明⽰することを条件とした。 

 

D 考察 

HIV 陽性者が病名の開⽰や不意の発覚によ

り就労⾯で不利益を被る事例が存在するこ

とは、⽀援団体による HIV 陽性者への聞き

取り調査によって明らかになっている。企

業等の健診対象者（以下被保険者）が、B 型

肝炎、C 型肝炎及び梅毒に⽐べ、健診でエイ

ズ検査を受検することに抵抗が⼤きい要因

となっている可能性がある。 

企業側の健診担当者も、⼀般項⽬やがん、B

型肝炎、C 型肝炎及び梅毒とは異なり、エイ

ズ検査実施とその結果通知には格段の配慮

が必要と考え、健診の実施項⽬とするのは

適当でないと考えている。すなわち、健康管

理の意義や疾病理解の不⾜、雇⽤やプライ

バシー保持への不安が健診におけるエイズ

検査普及の阻害要因となっている可能性が

ある。 

我が国では、就労成⼈男性への性感染症の

検査機会増の取り組みは、保健所検査の利

便性は向上しつつあるものの、妊婦健診や

⼦宮ガン検診等で受検勧奨される成⼈⼥性

に⽐して⼗分ではない。本研究により梅毒

と HIV 感染症/エイズの検査機会の増加や、

就労成⼈の性感染症の検査の⽣涯受検率向

上が期待される。また、罹患者増と検査勧奨

の報道が積極的になされている梅毒検査に

HIV 検査を付随させることも、抵抗感減に

よる受検率向上につながる可能性がある。 

本研究の研究及び検査実施に先⽴つ種々の

啓発プログラムにより、受検者個⼈、研究参

加企業及び健診センター従事者に HIV 感染

症等の正しい知識が提供される。梅毒、HIV

感染症/エイズ等は全て成⼈（男性）が罹患

の蓋然性がある性感染症の⼀つであると認

識されることにより、保健所検査を含めて

HIV 検査の受検率が向上することが期待さ

れる。 

現在は「HIV のような特殊な疾病には関わ

らないのが常識」とされる企業や健診セン

ターが HIV 検査の機会を提供することが社

会の疾病認識変容の契機となり、HIV 検査

への抵抗感減による⽣涯受検率向上が期待

される。 

 

E 結論 

初年度は職場健診におけるエイズ等健診の

研究デザイン決定、研究対象者数の設定及

び研究実施候補地の選定を⾏った。また、啓

発効果及びエイズ等検査実施効果の検証の



ための調査票の質問事項の検討を⾏った。 

職場健診におけるエイズ等検査の実施は、

「職場におけるエイズ問題に関するガイド

ライン」及び「職場におけるエイズ問題に関

するガイドラインについて」に従い、最新で

正しいエイズ等に関する知識の普及啓発を

同時に⾏えば、被保険者及び雇⽤者双⽅に

有⽤と考えられる。企業健診における B 型

肝炎、C 型肝炎及び梅毒の実施事由を考える

と、本研究で実施するエイズ等健診でエイ

ズリスクを検討することは、雇⽤、プライバ

シー及び健康に対する企業及び被保険者の

認識を再検討するよい機会となる可能性が

ある。 

今後、協⼒企業の確保、肝炎等の先⾏研究を

参照した適切な啓発資材の作成及び啓発実

施⽅法の検討を⾏い、企業健診におけるエ

イズ等検査の実施を⾏う。 
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研究要旨	 	

本研究では,	企業及びその被保険者に対し普及啓発を行った上で,	企業等の被保険者

のうち希望する者(以下受検者)に対し近年罹患者数の増加が著しい梅毒とエイズ(以下

エイズ等)の検査の実施を試み,	その結果から保健所検査を補完する事業となり得るか

検討する.	また研究対象企業の選定を行い,	企業等及び被保険者に対する啓発,	エイズ

等検査を実施する.	また,	HIV陽性者からの聞き取り調査等からエイズが就労に及ぼし

ている影響を検討しその是正を併せて試みる.	本研究の目的は,	(1)HIV企業検診の実現

のための実践研究,	および(2)職員のHIV検診の受診行動への関連因子の探索,	である.

	 (1)HIV企業検診の実現のための実践研究では,	プライマリーエンドポイントは「HIV

企業検診を実現できたか否か」であり,	研究実施の必要サイズについて,	実施可能かど

うかどうかがエンドポイントなので,	依頼する企業は多い方が望ましい.	依頼にあた

り,	HIV健診実施の阻害因子としての「企業の論理」には十分な配慮する必要がある.	

(2)	職員のHIV検診の受診行動への関連因子の探索研究では,	米国のBusiness	Respond

s	to	AIDS	(BRTA)	in	Businessモデルを参考に,介入プログラムを検討している.	Ishim

aru	Tらの研究2によると,	受検者への質問項目,エイズリスクの知識の獲得(普及啓発効

果)において,	調査会社がインターネットで対象者を募った1600万人からランダムに793

7人に調査協力を依頼し,	性年齢階級が一般集団と等しくなるように層別サンプリング

した3055人に対し,	質問紙調査で情報を収集したところ,	HIV検査の受診歴ありが全体

の14％,	今後職場検診のHIV検査の受診に関し「全体に行く,	たぶん行く」が41%であっ

た.	エイズリスク啓発の知識の獲得を「HIV検査の希望」と読み替え,	そのような希望

を持っている人の6割が「HIV検査を受診する」と少し控えめ仮定することにより,「リ

スク啓発の知識の獲得」に関する介入前の受診割合14％,	介入後24％となる(0.41×0.6

=0.246).	この差を有意水準5％	検出力80％で検出するとするためには,	脱落が10%発生

することを見込みむと133例必要となる.	これらから研究実施の必要サイズは,	133例以

上とする.	

	

Ａ．研究背景	

2018年1月に厚労大臣より「性感染症に関す

る特定感染症予防指針」が発表され,	その中

で,「性感染症は,	早期発見及び早期治療に

より治癒,	重症化の防止又は感染の拡大防止

が可能	な疾患であり,	性感染症の予防には,

	正しい知識とそれに基づく注意深い行動が

重要である.		このため,	性感染症に対する

予防対策としては,	感染する又は感染を広げ

る可能性がある者への普及啓発及び性感染症

の予防を支援する環境づくりが重要である.

	」と記載されている.	これを推進するにあ

たり,	1.原因の究明,2.発生の予防及びまん

延の防止,3.医療の提供	4.研究開発の推進,

5.国際的な連携,	6.	施策の評価及び関係機

関との連携などについて記載され,	この「2,

発生の予防及び蔓延の防止」において,性感

染症がある等の情報について,	国及び都道府

県等は民間企業とも連携しながら普及啓発に

努めるべきであると記載されている.	つまり

国と民間企業の連携の下に,	普及啓発活動を

推進する必要があると定められた状況にあ

る.	しかしながら,	現在の普及の状況は明ら

かにされていないどころか,	「HIV検査」は	

従前の「不治の病」などのイメージに伴う一

般社会におけるエイズに対する強い差別と偏

見を背景に,	企業検診でのHIV感染症のスク

リーニング検査(以下エイズ検査)はほとんど
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実施されていないのが実情である.		

現在わが国においては,	外国人の来日,滞

在の機会も増えたこと,	2010年以降の梅毒患

者の増加を鑑みると,	「性感染症全般」につ

いて,正確な情報の周知による①適切な医療

行動の確保,	②差別・偏見の収束,	③疫学調

査実施の土壌醸成が,	必須である.そのため

「職域での健診機会を利用した検査機会拡大

のための新たな	HIV	検査体制」に係る研究

が必要となる.	

本研究では,	企業及びその被保険者に対し

普及啓発を行った上で,	企業等の被保険者の

うち希望する者(以下受検者)に対し近年罹患

者数の増加が著しい梅毒とエイズ(以下エイ

ズ等)の検査の実施を試み,	その結果から保

健所検査を補完する事業となり得るか検討す

る.	また研究対象企業の選定を行い,	企業等

及び被保険者に対する啓発,	エイズ等検査を

実施する.	また,	HIV陽性者からの聞き取り

調査等からエイズが就労に及ぼしている影響

を検討しその是正を併せて試みる.	本研究の

目的は,	(1)HIV企業検診の実現のための実践

研究,	および(2)職員のHIV検診の受診行動へ

の関連因子の探索,	となる.	

	

Ｂ．研究方法,	および	Ｃ．研究結果	

(1) HIV企業検診の実現のための実践研究

対象企業:大同グループ(大同特殊鋼,

大同マシナリー等)を想定している.	

プライマリーエンドポイントは「HIV

企業検診を実現できたか否か」とな

る.	

依頼にあたり,	HIV健診実施の阻害因

子としての「企業の論理」には十分な

配慮する必要がある.	

	

サイズ設計：	

実施可能かどうかどうかがエンドポイ

ントなので,	依頼する企業は多い方が

望ましい.		

	

(2) 職員のHIV検診の受診行動への関連因

子の探索	

対象者	対象企業の職員(男性)とす

る.	研究デザインを「同一対象集団

経時観察研究」とし,	 プライマリ

ーエンドポイントは「受診割合」と

設定する.	すなわち,	多種介入を経

時的に実践した場合の受診割合の経

時変化を観測する.	

	

介入：	

下記のBusiness	Responds	to	AIDS	(B

RTA)	in	Business1の理念を参考に,		

1) Business	Responds	to	AIDS	(BRTA)	
① 1992年,	アメリカのCDC	主導

で開始	

② 官民共同の取り組み	

③ 企業のHIV/エイズへの取り組

みを支援	

2) BRTAの企業に求められること-４つ

の原則-	

① 予防と教育(Prevention	and	E

ducation)	

② 人事の方針(Policies)	

③ 治療と支援につなげる(リファ

ー)(Treatment	and	Support	S

ervices)	

④ 社会貢献と地域活動への参加

の推奨(Philanthropy	and	Vol

unteerism)	

	

日本版「BRTA	Japan(Business	Resp

onds	to	AIDS	Japan)」を考えてい

る.	

1) BRTA	Japan(仮)〜実施主体と成果目

標〜	

① 企業と厚生労働省研究班が共同

で主導	

② 「一億総活躍社会」のために以

下を実現	

ü 国民	(労働者)の健康意識の

向上	

ü 職場での疾病の検査・予防・

治療支援強化	

ü 国内の疾病対策への企業の社

会的責任の向上	

③ 企業価値の向上	

	

2) BRTA	Japan(仮)実施内容の概要	

① 職場での啓発	

ü 職場でHIVに関する知識提供	

② 実施方法	
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ü 職域健診時,	Opt	in(希望者

のみ,	任意)	

③ 検査項目と費用	

ü HIV・梅毒の同時検査機会を

無料で提供	

④ 結果通知	

ü 個人のみ	

	

サイズ設計：	

Ishimaru	Tらの研究2によると,	

受検者への質問項目,エイズリスク

の知識の獲得(普及啓発効果)におい

て,	調査会社がインターネットで対

象者を募った1600万人からランダム

に7937人に調査協力を依頼し,	性年

齢階級が一般集団と等しくなるよう

に層別サンプリングした3055人に対

し,	質問紙調査で情報を収集したと

ころ,	HIV検査の受診歴ありが全体

の14％,	今後職場検診のHIV検査の

受診に関し「全体に行く,	たぶん行

く」が41%であった.	エイズリスク

啓発の知識の獲得を「HIV検査の希

望」と読み替え,	そのような希望を

持っている人の6割が「HIV検査を受

診する」と少し控えめ仮定すること

により,「リスク啓発の知識の獲

得」に関する介入前の受診割合1

4％,	介入後24％となる(0.41×0.6=

0.246).	この差を有意水準5％	検出

力80％で検出するとするためには,	

脱落が10%発生することを見込みむ

と133例必要となる.	これらから研

究実施の必要サイズは,	133例以上

とする.	

	

3)	統計解析	

	 プライマリーエンドポイントの解

析は,	1標本の割合の差の検定を実

施する	

	

	

Ｄ.健康危険情報	
			本研究に関する健康兼情報は特に報告さ

れていない.		
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	1.	特許取得	 			 	 無し(非対象)	
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職場における HIV 検査実施に必要とされる配慮と環境に関する研究 
 

分担研究者 生島嗣 
（研究協力者 大槻知子） 

 

特定非営利活動法人ぷれいす東京 

	

研究方法）	

１）職場における HIV/エイズの取り組みに関す

る海外情報の収拾を行う。国際機関や海外で発

行されたガイドラインや実践例等を収拾する。

また、有用なものについては日本語への翻訳を

行う。	

２）相談員へのグループインタビュー調査	

HIV 陽性者や周囲の人からの HIV 検査や就労に関

する相談を受ける相談員たちの対応経験を聞き

取る。また、過去に実施した調査データも参考

にする。	

３）HIV 陽性者へのインタビュー調査を実施す

る。過去に職場と HIV 検査で不安を感じたり、

就労上の必要から検査を受けた HIV 陽性者をリ

クルートし、日本の就労の現場が抱える課題を

検討するための事例の収集を行う。	

	

結果）	

１）2017 年 10 月に発表された、国際労働機関

（ILO）の報告書『VCT@WORK：就労者の個人情報

を守る自発的 HIV 検査とカウンセリング』を翻

訳する。ILO では、HIV 検査は、以下の項目を含

む ILO の「HIV/AIDS 勧告	第 200 号」の規定に従

って実施されるべきであるとされ、•検査は真に

自発的であり、強制的なものではならず、検査

プログラムは秘密保持やカウンセリングと同意

に関する国際的なガイドラインを遵守しなけれ

ばならないとしている。	

また、米国 CDC では、1990 年代から、Business	

Responds	to	AIDS	(BRTA)という、公民協働のイ

ニシアティブで、実践的な職場での HIV/エイズ

に対するスティグマ低減と、働く陽性者への差

別を防止するための取り組みが継続して行われ

ている。	BRTA のミッションには、「職場での

HIV 検査を増強する」というものが含まれてい

る。これらに関連した資料を精査しつつ、部分

的には翻訳を行う。	

	

考察）	 	

検査実施主体と職場が連携することで、これま

でに検査機会がなかった人にむけた、新たなサ

ービスを創出することができる可能性がある。

しかし、当事者に不利益が及ぶ可能性は可能な

かぎり排除すべきである。そのためにはこの取

り組みが必要に重要になってくる。	

	

結論）	 	

研究要旨	

わが国の職場で行われる健診では法定項目でないため、HIV 検査が積極的に実践されることは、

これまでになかった。しかし海外では、国際労働機関（ILO）が報告書『VCT@WORK：就労者の個

人情報を守る自発的 HIV 検査とカウンセリング』を 2017 年 10 月に発表し、また米国 CDC におい

ても企業と連携した新たな試み Business	Responds	to	AIDS	(BRTA)という新たな取り組みが

2016 年より動き出している。	

しかし、わが国の独自の社会環境のなかで、仮に、HIV 検査を職場で実施するのであれば、これ

までのやり方やシステムが機能しない部分が存在する可能性は否定できない。	

そこで、私たちは１）海外のガイドラインや実践例などを収拾する。２）HIV 陽性者や周囲の人



HIV 陽性者を含む、労働者側からの視点で、職場

での HIV 検査を実施することの課題を洗いだす

ことは、意義がある。	

	

 



職域での健診機会を利用した検査機会拡大のための新たな HIV 検査体制の研究 

- 健診業務の実施・管理  - 
 

研究分担者 伊藤公⼈    

⼤同病院 ⾎液・化学療法内科部⻑ 

 
研究要旨 「職場でのＨＩＶ健診」の推進は HIV 感染に関する啓発や感染の有無を確認する機会であり、
本邦で推進すべき事業であると考えられる。モデル施設における啓発活動等の実践を通じ、「職場でのＨ
ＩＶ健診」推進のための普遍的な⽅法論を同定する可能性が⽰唆された。 
 
A 研究⽬的 
「職場でのＨＩＶ健診」を推進するため、モデル
施設である社会医療法⼈宏潤会（以下、当法⼈）関
連施設における職場健診での HIV 検査の実施に向
けて準備や交渉当を実施し、そのプロセスで判明
した事象（問題点等）を明らかにする。 
 
B 研究⽅法 
研究分担者の所属施設である当法⼈における健診
の実施状況について確認し、職場健診で HIV 検査
を実施する上で阻害因⼦の同定、促進因⼦の同定
を⾏う。その際、本邦において⼀般的にどのよう
な内容が阻害因⼦・阻害因⼦として存在するのか
を、各種参考図書や他施設担当者からのヒアリン
グ、事例収集を⾏う。 
 
C 研究結果 
① 当法⼈健診センター（だいどうクリニック）受

診者の調査を施⾏したところ、年間約 17000 名
が健診を受診されていることが判明した。 

② 当法⼈での健診実施における規定を確認し、
梅毒・HBs 抗原、HCV 抗体を測定しているこ
とが判明した。 

③ 健診者の⼤多数が所属する⼤同特殊鋼健康管
理担当に直接⾯談し、HIV 健診につき説明・相
談を⾏ったところ、ＨＩＶ健診の実施につき
否定的な⾒解を提⽰された。 

④ 健診担当者がＨＩＶ健診に関し否定的な⾒解

を⽰した理由を、共同研究者と共有し議論を
すすめ、今後本研究をすすめる上での参考と
なる事項の抽出を試み、以下の事項が挙げら
れた。 
・プライバシーの問題 
・就業の問題 
・家庭の問題 など 

 
D 考察 
HIV 健診を本邦で推進するためには⾮常に多くの
障壁や問題がある。本研究で実践している「職場
でのＨＩＶ健診」の推進実践例を通じて、障壁や
問題に対する普遍的・恒常的な問題の解決に繋が
る⽅策やアイデアを⾒出す必要がある。 
 
E 結論 
当法⼈における実践例をモデルとして、本邦にお
ける「職場でのＨＩＶ健診」を可能とする⽅法論
を同定することが求められる。 
 
G 研究発表 
１論⽂発表 なし 
２学会発表 なし 
 
H 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
１特許取得 なし 
２実⽤新案登録 なし 
３その他 なし 
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